
 
 

労働雇用環境と働く人の生活・健康・安全委員会設置要綱 
 

平 成 ２ １ 年 ４ 月 ６ 日 
    日本学術会議第７４回幹事会決定 

改正  平成２２年 ３月２５日日本学術会議第 ９２回幹事会決定 

改正  平成２２年１０月 ４日日本学術会議第１０７回幹事会決定 

 
（設置） 
第１ 日本学術会議会則第１６条第１項に基づく課題別委員会として、労働雇

用環境と働く人の生活・健康・安全委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 
（職務） 
第２ 委員会は、労働雇用環境と働く人の生活・健康・安全について調査審議

する。 
 
（組織） 
第３ 委員会は、２５名以内の会員又は連携会員をもって組織する。 
 
（設置期限） 
第４ 委員会は、平成２３年５月３１日まで置かれるものとする。 
 
（庶務） 
第５ 委員会の庶務は、事務局参事官（審議第二担当）において処理する。 
 
（雑則） 
第６ この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必

要な事項は、委員会が定める。 
 
   附 則 
 この決定は、決定の日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２５日日本学術会議第９２回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 
附 則（平成２２年１０月４日日本学術会議第１０７回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 
 
 
 


